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江

戸

川

区

立

園

・

学

校

の

校

外

学

習

及

び

宿

泊

を

伴

う

校

外

学

習

活

動

費

無

償

化

に

関

す

る

条

例

 
䥹

目

的

䥺

 

第

一

条

 

こ

の

条

例

は

䣍

江

戸

川

区

立

の

幼

稚

園

䣍

小

学

校

又

は

中

学

校

䥹

以

下

䣓

区

立

園

・

学

校

䣔

と

い

う

䣎

䥺

に

在

籍

す

る

園

児

䣍

児

童

又

は

生

徒

䥹

以

下

䣓

園

児

及

び

児

童

生

徒

䣔

と

い

う

䣎

䥺

に

対

し

䣍

在

籍

園

又

は

在

籍

校

の

校

外

学

習

䥹

宿

泊

を

伴

う

校

外

学

習

を

含

む

䥹

以

下

䣓

校

外

学

習

䣔

と

い

う

䣎

䥺

䣎

䥺

に

要

す

る

費

用

を

給

付

す

る

こ

と

に

よ

り

䣍

保

護

者

の

負

担

軽

減

を

図

り

䣍

も

䣬

て

子

育

て

支

援

及

び

教

育

の

充

実

に

資

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

䣎

 

䥹

対

象

者

䥺

 

第

二

条

 

第

四

条

に

規

定

す

る

補

助

金

の

給

付

の

対

象

者

は

䣍

園

児

及

び

児

童

生

徒

と

す

る

䣎

 

２

 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

䣍

直

前

の

在

籍

校

の

休

暇

を

理

由

と

し

た

一

時

的

な

編

入

そ

の

他

の

事

情

に

よ

り

䣍

区

立

園

・

学

校

で

の

在

籍

が

短

期

間

に

限

ら

れ

る

こ

と

が

あ

ら

か

じ

め

明

ら

か

で

あ

る

者

は

䣍

給

付

の

対

象

者

と

し

な

い

䣎

 

䥹

対

象

と

す

る

校

外

学

習

䥺

 

第

三

条

 

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

校

外

学

習

を

給

付

対

象

と

す

る

䣎

 

一

 

区

立

園

・

学

校

が

教

育

課

程

と

し

て

実

施

す

る

校

外

学

習

で

䣍

園

長

又

は

学

校

長

が

江

戸

川

区

教

育

委

員

会

に

届

出

を

し

䣍

そ

の

経

費

を

算

定

し

た

内

容

が

妥

当

で

あ

る

も

の

 

二

 

前

号

に

準

ず

る

校

外

学

習

と

し

て

江

戸

川

区

教

育

委

員

会

が

認

め

る

も

の
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䥹

給

付

方

法

䥺

 

第

四

条

 

園

児

及

び

児

童

生

徒

の

在

籍

園

又

は

在

籍

校

の

園

長

又

は

学

校

長

に

対

し

䣍

前

条

に

規

定

す

る

校

外

学

習

に

必

要

な

費

用

䥹

以

下

䣓

補

助

金

䣔

と

い

う

䣎

䥺

を

䣍

保

護

者

へ

の

出

欠

確

認

後

䣍

実

施

時

期

に

応

じ

給

付

す

る

䣎

 

䥹

補

助

金

の

額

䥺

 

第

五

条

 

補

助

金

の

額

は

䣍

事

業

年

度

の

一

年

間

に

園

児

及

び

児

童

生

徒

が

参

加

す

る

第

三

条

に

規

定

す

る

校

外

学

習

の

費

用

を

充

当

す

る

額

と

し

䣍

江

戸

川

区

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

額

を

上

限

と

す

る

䣎
 

第

六

条

 

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

䣍

江

戸

川

区

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

䣎

 

 

付

 

則

 

こ

の

条

例

は

䣍

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

䣎

 

  

䥹

説

明

䥺

 

区

立

の

幼

稚

園

及

び

義

務

教

育

諸

学

校

に

在

籍

す

る

児

童

及

び

生

徒

の

校

外

学

習

䥹

宿

泊

を

伴

う

校

外

学

習

を

含

む

䣎

䥺

の

保

護

者

負

担

を

無

償

化

し

䣍

子

育

て

支

援

及

び

教

育

の

充

実

を

図

る

必

要

が

あ

る

の

で

䣍

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

䣎

 


